
 

 

News Release 
２００９年３月２４日 

『『家家族族ののおお守守りり』』（（無無解解約約返返戻戻金金型型収収入入保保障障保保険険））  

保保険険料料改改定定とと特特定定疾疾病病収収入入保保障障特特約約のの発発売売  
 

損保ジャパンひまわり生命保険株式会社（社長：松﨑 敏夫）は、５月２日に『家族のお守り』 

（正式名称：無解約返戻金型収入保障保険）の保険料改定を行うとともに、「家族のお守り」専用の特約である 

『特定疾病収入保障特約』を発売します。 

当社は、昨年８月に新医療保険『健康のお守り』（医療保険(08)）を発売し、７ヶ月間で約１３万件のご契約

をいただくなど、お客様ニーズを捉えた商品開発を重ね、現在に至っております。今回、「家族のお守り」を 

リニューアルすることで、死亡保障分野も含めたトータルな保障を低廉な保険料で提供してまいります。 

「家族のお守り」の保険料改定の概要と「特定疾病収入保障特約」の特徴は次のとおりです。 

 

■「家族のお守り」保険料改定の概要  

・リーズナブルな保険料水準を実現 

  保険料率を見直すことで、従来の当社商品と比べほとんどの年齢で保険料の低廉化を実現しました。 

・「非喫煙者標準体保険料率」を新設 

従来の「標準体保険料率」「喫煙者健康体保険料率」「非喫煙者健康体保険料率」の料率区分に、「非喫煙者 

標準体保険料率」を追加しました。これにより、健康体保険料率が適用されない方でも、通常の引受基準を  

満たした上で、過去１年間タバコを吸っていない場合は、標準体保険料率に比べて割安な保険料でご加入 

いただけます。 

■「特定疾病収入保障特約」の特徴 

・治療費や働けなくなった場合の収入減少をカバー 

「家族のお守り」に「特定疾病収入保障特約」を付加することで、三大疾病（悪性新生物・急性心筋梗塞・  

脳卒中）により所定の状態になられた場合、契約時に定めた特定疾病年金を２年間にわたり毎月お支払い 

します。 

治療費に充てていただけるのはもちろんのこと、入院やリハビリ等で働けなくなったときの収入減少も 

カバーできます。 

・三大疾病になられた場合、以後の保険料が不要 

「特定疾病収入保障特約」とセットで「特定疾病診断保険料免除特約」を付加することで、三大疾病により 

所定の状態になられた場合には以後の保険料払込みが不要となります。 

商品の詳細につきましては別紙をご覧ください。 

 

                                               

     【本件に関するお問い合わせ先】   
損保ジャパンひまわり生命保険株式会社 〒163-0435 東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル35F 

          経営企画部 TEL 03-3344-6704 FAX 03-3346-9415 
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１．『家族のお守り』（無解約返戻金型収入保障保険）の保険料改定と健康体料率の体系の見直し 

＜１＞『家族のお守り』（無解約返戻金型収入保障保険）の特徴と仕組図 

特徴１ 年金を「毎月」お支払いします。 

死亡・高度障害状態になられたときは、遺族年金または高度障害年金を保険期間が終了するまで 

毎月お支払いします。 

特徴２ 「割安な保険料」でご加入いただけます。 

万一の際に重点を置いた保険であることに加え、解約返戻金がなく、また契約者配当金がない分、

割安な保険料でご加入いただけます。  

特徴３ 年金の支払いには「保証期間」があります。 

保険期間の満了直前に死亡・高度障害になられたときでも、年金の支払いを保証します。最低保証

は２年（２４回分）または５年（６０回分）があり、保険料の払込方式との組み合わせにより下記

３パターンがあります。 

最低保証期間 ２年 ２年 ５年 

保険料の払込方式 逓減払込方式 平準払込方式 平準払込方式 

＜逓減払込方式とは＞ 

保険料が５年ごとにご加入時の保険料の５％相当額ずつ減少し、保険期間満了直前の５年間は 

ご加入時の保険料の５０％相当額となります。 

 

特徴４ 高額割引制度があります。 

基準年金月額が１０万円以上の場合、基準年金月額に応じて保険料の高額割引制度が適用されます。 

 

 

【ご契約例】無解約返戻金型収入保障保険 

３０歳男性（６０歳満了）、保証期間２年、基準年金月額３０万円 
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＜２＞健康体料率の体系の見直し 

タバコを吸わない方のための保険料率「非喫煙者標準体保険料率」を新設しました。 

また、健康体料率特約を付加することで、被保険者の喫煙状況および健康状態などが当社の定める基準に適合

する場合に、保険料が割引になります。 

 

 

健康体料率特約は、被保険者の健康状態などが当社の定める基準を満たしたうえで、次のいずれかに適合して

いる場合に付加することができます。 

①過去１年間に喫煙歴がないこと。 

②血圧およびＢＭＩ（ボディ・マス・インデックス）の値が当社の定める所定の範囲内であること。 

ＢＭＩは、次の式で計算されます。 ＢＭＩ＝体重（キログラム）÷｛身長（メートル）｝２ 

 

＜３＞保険料例 

無解約返戻金型収入保障保険、健康体料率特約付加 

基準年金月額３０万円、保険期間・保険料払込期間６０歳満了、保証期間２年、平準払込方式、 

月払（口座振替） 

男 性 女 性 
保険料率 

契約 

年齢 ① 改定前 ② 改定後 対比 ① 改定前 ② 改定後 対比 

30歳 7,440円 6,630円 ▲10.8% 6,240円 5,460円 ▲12.5%
非喫煙者 

健康体 
40歳 7,950円 7,380円 ▲ 7.1% 6,510円 5,940円 ▲ 8.7%

30歳 － 7,590円 － － 6,120円 － 非喫煙者 

標準体 

 
40歳 － 8,640円 － － 6,780円 － 

30歳 9,960円 9,120円 ▲ 8.4% 6,720円 5,940円 ▲11.6%
喫煙者 

健康体 
40歳 11,040円 10,530円 ▲ 4.6% 7,320円 6,720円 ▲ 8.1%

30歳 10,140円 9,300円 ▲ 8.2% 7,020円 6,240円 ▲11.1%

標準体 

40歳 11,400円 10,860円 ▲ 4.7% 7,530円 6,930円 ▲ 7.9%

 ＮＥＷ！ 

 ＮＥＷ！ 
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２．『特定疾病収入保障特約』 

特定疾病（悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中）に罹患し、所定の状態になった場合に、年金支払期間 

（２年間）中、毎月、特定疾病年金を支払います。 

 

＜１＞商品の仕組図 

無解約返戻金型収入保障保険に特定疾病収入保障特約と特定疾病診断保険料免除特約を付加した場合 

 

 

※特定疾病による所定の状態 

対象となる疾病 所定の状態 

悪性新生物 

被保険者が、責任開始期前も含めて初めて悪性新生物に罹患したと医師により 

診断確定されたとき 

※上皮内がん、悪性黒色腫以外の皮膚がん、責任開始日から90日以内に診断確定 

された乳がんを除きます。 

急性心筋梗塞 
被保険者が急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上 

労働の制限を必要とする状態が継続したと医師により診断されたとき 

脳卒中 
被保険者が脳卒中を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上言語障害 

などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師により診断されたとき 

 

＜２＞特約保険料例 

特約年金月額２０万円、保険期間・保険料払込期間６０歳満了、平準払込方式、月払（口座振替） 

契約年齢 男性 女性 

30歳 2,160円 2,420円

40歳 3,540円 3,560円
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３．当社個人向け商品（『３つのお守り』）のラインナップ(ご参考) 

当社の個人向け保険には『３つのお守り』として次の３つのラインナップがあります。 

 

                     

 

『健康のお守り』『一生のお守り』の特徴はつぎのとおりです。 

 仕組図 特徴 

『
健
康
の
お
守
り
』 

（医療保険(08) 終身タイプ） 

 
 
 
 

 

病気・ケガの入院と

手術を保障する

保険です。 

 

オプションを付加

することにより、

健康保険が適用

されない先進医療

の技術料を保障

します。 

 

保険料が割り引き

になるチャンスが

あります。 

『
一
生
の
お
守
り
』 

（低解約返戻金型終身保険） 
高齢化時代を見据

えた一生涯の死亡

保障です。 

 

保険料が通常の

終身保険に比べ

割安です。 

 

オプションを付加

することにより、

特定疾病で所定の

状態になられた

場合、その後の

保険料払い込みは

不要となります。 

 


